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1 受講票の発送予定日
登録講習の受講票は、発送予定日（会場講習事務日程一覧参照）に受講申込時の住所宛に発送（普通郵便）いたします。
講習日の7日前までに受講票が到着しない場合は、『登録講習に関するお問合せ窓口』（03-6450-3023）までご連絡くだ
さい。
※申込後に転居された場合は、受講票が届くよう、必ず郵便局へ転居届を提出してください。
　変更受付期間内に住所変更の手続きを行った場合は、受講票は変更後の住所に発送されます。

氏名、受講番号、講習開催日、
講習会場名等

本人確認に必要なもの、
会場周辺地図、講習会場に関する
情報

氏名、生年月日、受講番号、
講習会場名、写真貼付欄、
その他

記 載 内 容
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2 受講票の受領
受講票は、到着次第、必ず内容をご確認ください。
記載内容に誤りがある場合は、『登録講習に関するお問合せ窓口』（03-6450-3023）までご連絡ください。
受講票（受講票①、受講票②兼写真票）は、受講当日必ず受講会場に持参が必要ですので、切り離さず受講当日まで保管し
てください。

　＜受講票サンプル＞

現在主任者登録を受けている方で登録更新が可能となる
受講申込者には、更新申請可能期間（団体申請・個人申請
別）が記載されていますので必ずご確認ください。

1 受講会場の変更
受講申込受理後の受講会場の変更は、原則、以下のすべてを満たす場合に限り可能です。
 ・ 受講申込をした講習会場の変更手続の受付期間内である。
 ・ 変更を希望する講習会場の変更手続の受付期間内であり、定員に達していない。
　※申込受付期間経過後の講習会場の定員は変更になることがあります。
変更の手続は、協会ホームページの「インターネット変更手続」での変更入力、もしくは「登録講習に関するお問合せ窓口」
(03-6450-3023)に電話で手続を行ってください。

　☞インターネット変更手続
　　協会ホームページTop ＞ 貸金業務取扱主任者　試験・講習・登録 ＞ 登録講習 から手続を行ってください。
　※申込受理前に受講会場を変更したい場合、インターネット申込の方は、一旦受講申込を取消し、再度受講申込を　　
　　行ってください。郵送申込の方は、資格試験合格証書番号をご準備のうえ、問合せ窓口にご連絡ください。

3 住所の変更
受講申込受理後に申込住所を変更する方は、協会ホームページの「インターネット変更手続」での変更入力、もしくは「登
録講習に関するお問合せ窓口」(03-6450-3023)に電話で手続を行ってください。
　☞インターネット変更手続
　　協会ホームページTop ＞ 貸金業務取扱主任者　試験・講習・登録＞ 登録講習 から手続きを行ってください。
　※申込受理前に住所を変更したい場合は、当該受講申込を取消し（下記④参照）、再度受講申込を行ってください。

2 会場講習からeラーニング講習への変更
受講申込受理後に会場講習からeラーニング講習への変更を希望される方は、「登録講習に関するお問合せ窓口」
（03-6450-3023）に電話で手続を行ってください。受講前の手続きがありますので、必ず案内メールに従って実施してく
ださい。

4 氏名の変更
受講申込者の現在の状況により、以下のとおり手続を行ってください。
①現在主任者登録を受けている方
　主任者登録簿に登録されている氏名の変更が必要なため、変更前・変更後の氏名、変更年月日が全て記載された戸籍
抄本を取得（各市区町村の証明書交付窓口でご確認ください）のうえ、主任者登録変更の申請（郵送のみ）を行ってくだ
さい。詳しくは「主任者登録の手引き」をご確認ください。
　この手続を行うことにより、主任者登録簿および登録講習受講の氏名が変更されます。
　※変更手続期間経過後に受理した当該変更は、登録講習受講に反映されません。予めご了承ください。
②現在主任者登録を受けていない方（初めて主任者登録を受ける方、主任者登録の有効期限が経過した方）
　登録講習の受講に際し、変更前・変更後の氏名、変更年月日が全て記載された戸籍抄本の提出が必要となります。（各市
区町村の証明書交付窓口でご確認ください）必ず「登録講習に関するお問合せ窓口」(03-6450-3023)にご連絡のう
えご対応ください。

5 受講申込の取消し
申込の受理後は、受講申込の取消しはできません。

以下の変更がある場合は、受講申込者本人が変更手続期限（会場講習事務日程一覧参照）内に変更手続を行ってください。
※下記①②③⑤の変更手続を電話でされる方は、資格試験合格証書番号をご準備のうえ、問合せ窓口にご連絡ください。
※変更手続期限経過後においてやむを得ない事情により変更が必要となった場合は、講習開催日前日までに問合せ窓口に
ご相談ください。

「更新申請可能期間（日数）とは」参照16 P

4.各種変更手続について（会場講習からeラーニング講習への変更等） 5.受講票の受領と受講までの準備
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3 受講までの準備
①本人確認書類の準備
受講当日、登録講習における本人確認書類（下表）で、本人確認を実施いたします。
本人確認ができない方は受講できません。

登録講習における本人確認書類

　1. 運転免許証（平成24年4月1日以降に発行された「運転経歴証明書」を含む）
　2. パスポート
　3. 個人番号カード（マイナンバーカード）
　　 ※現在写真付き住民基本台帳カードをお持ちの方は、有効期間内であれば、個人番号カードを取得するまでは利用可能です。） 
　4. 在留カード、特別永住者証明書
　　 ※下記「本人確認書類として在留カードまたは特別永住者証明書を選択される方へ」をご確認ください。
　5. その他官公署が発行した顔写真付きの証明書　

※1～5のうちいずれか1点を講習当日にご持参ください。

いずれも、日本国内で発行された有効期間内のもので、受講票に記載された氏名と同じ氏名が記載されたものに限り
ます。氏名の変更については、25ページ「氏名の変更」をご参照ください。
貸金業者が発行する身分証明書は本人確認書類とは認めませんのでご注意ください。
講習当日に登録講習における本人確認書類をお持ちでない方、また、協会の指定する本人確認書類で本人確認がで
きない方は受講できませんので予めご了承ください。

※上記以外の顔写真付き証明書を本人確認書類として使用したい方は、「登録講習に関するお問合せ窓口」までご相
　談ください。
　本件について、講習受講前に「受講特別措置（本人確認書類）」を申請いただき、協会から許可を受けた場合は、当
　該書類を本人確認書類として利用することができます。

「本人確認書類として在留カードまたは特別永住者証明書を選択される方へ」
以下の２項目両方に該当する方は、在留カードまたは特別永住者証明書に加えて通称名の記載がある住民票（写
し可）をご持参ください。（前記書類だけでは本人確認ができないため）
 ・ 外国籍の方で通称名で受講申込をされた方
 ・ 資格試験合格後、一度も主任者登録を受けたことがない方
（※一度でも主任者登録をされたことのある方は、住民票の持参は不要です。ただし主任者登録時から本名の

変更があった場合は必要となります。）
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②受講票への写真の貼付
受講票の所定の場所に
6ヵ月以内に撮影した無
帽、正面、無背景のタテ
3cm×ヨコ2.4cmの受講
申込者本人の顔写真（白
黒・カラーの別は問わな
い。光沢紙でないもの、不
鮮明なもの、コピー紙へ
の印刷は不可。写真の裏
面に氏名、受講番号を記
入。）を貼付してください。
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次の①～③を全てご持参のうえ、講習会場にお越しください。
①写真を貼付した受講票（受講票①、受講票②兼写真票）
②登録講習における本人確認書類の原本（不所持の場合、受講できません。）
③筆記用具
※講習で使用する登録講習教材は、講習会場で配布いたします。

２ 受講上の注意
①講習会場は、午前9時に開場いたします。講義室入室前に受付を済ませ、午前9時30分までに所定の座席に着席してく
ださい。
②講義中の途中退室は禁止します。
③講義室内では、携帯電話、スマートフォン等の電源は切るか、マナーモードに切り替えてください。
④休憩時間終了ごとに出席確認を行いますので、講義開始時間までに必ずご着席ください。
⑤講習会場内では、講習管理者の指示に従って行動してください。指示に従わないとき、または不正な行為等を行った場
合は退場を命じることがあります。
⑥昼食は用意していませんので、各自手配してください。また、講習会場では指定された場所以外での飲食はできません。
⑦講習会場への直接、または電話での問合せおよび下見は固くお断りします。
⑧講習会場には必ず公共の交通機関を利用してご来場ください。
　※講習会場に駐車場の用意はありません。

※受講中にタブレット端末やモバイルPCを使用することができます。但し、講義中に講義と関係のない情報の検索は行
わない様お願いいたします。

6.講習の受講


